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紙・媒体請求事業所のみなさまへ  

 

インターネット請求に変更する場合の申請方法が変更となりました。また、今後稼働予

定の介護情報基盤ポータルサイトのユーザ登録をする場合の申請方法を新たに掲載しまし

たので、それぞれ参照のうえ、手続きをお願いします。  

  

インターネット請求に変更する場合  

  

本会ホームページ ―①「介護保険事業者の皆様へ」― ②「★事業所⇒国保連  

（各種様式）」―③「③事業所→国保連（インターネット請求申請書）」  

 

 

 

静岡県国民健康保険団体連合会 
〒４２０－８５５８             
静岡市葵区春日２丁目４番３４号 
ＴＥＬ  ０５４－２５３－５５８０ 
平日対応時間帯  9:00～12:00 13:00～17:00 
[インターネット] 
https://www.shizukokuhoren.or.jp/ 

静岡県国保連合会 検索 
 

 

①  

②  

③  



 

請求事務を担当される方は、御一読願います。 

医療保険では既に令和６年度から原則オンライン請求となり、今後、介護保険において

も原則インターネット請求となる可能性が考えられます。  

インターネット請求には、様々なメリットがあります。この機会にインターネット請求

への変更を検討してみてはいかがでしょうか。  

インターネット請求の主なメリット  

・ 請求期間内（１日～10 日 23:30）ならいつでも請求可能、  

修正、再送信も可能です  

・ 審査月翌月初日には審査結果等を確認可能  

・ 「事業所別審査状況一覧表」にて利用者単位の支払決定状況が確認可能  

 

介護情報基盤ポータルサイトのユーザ登録をする場合  

  

本会ホームページ内―①「介護保険事業者の皆様へ」―②「介護情報基盤とは」―  

 ③「介護情報基盤ポータルサイトのユーザ登録について」―④「③ＩＤ・パスワード

無し」を選択し、ユーザ登録をお願いします。  
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